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(57)【要約】
【課題】　簡易な構造であっても確実な止水機能を発揮
し、設置が容易で、かつ設置自由度の高い壁部貫通部材
、配管の壁部貫通構造、および壁部への貫通配管固定方
法を提供する。
【解決手段】　壁部３に壁部貫通部材２を取り付ける際
に、屋外プレート１５側からネジ７を回転させると、係
止部１７は、回転規制部材５に接触するまではネジ７と
ともに回転可能であり、係止部１７が回転規制部材５に
接触すると、ネジ７の回転に伴い、係止部１７がネジ７
の軸方向に移動可能である。したがって、壁部貫通部材
２の屋外プレート１５側の面からネジ７を締めることに
よって、屋外プレート１５のネジ７を回した面の裏側に
配置される係止部１７と屋外プレート１５とで壁部３を
挟みこむことができる。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　壁部貫通部材であって、
　配管を保持可能な本体と、
　本体を挟みこむように設けられる第１のプレートおよび第２のプレートと、
　前記第１のプレートおよび前記第２のプレートを貫通するネジと、
　前記ネジの前記第２のプレート側から突出する部位と螺合する係止部と、
　前記係止部の回転を規制する回転規制部材と、
　を具備し、
　前記第１のプレート側から前記ネジを回転させると、前記係止部は、前記回転規制部材
に接触するまでは前記ネジとともに回転可能であり、前記係止部が前記回転規制部材に接
触すると、前記ネジの回転に伴い、前記係止部が前記ネジの軸方向に移動可能であること
を特徴とする壁部貫通部材。
【請求項２】
　前記係止部を内方に向けた状態から前記ネジを回転させると、前記係止部が外方を向い
た状態で、前記係止部を前記回転規制部材に接触させることが可能であり、壁部に設けら
れた貫通孔に前記壁部貫通部材を設置した際に、前記第１のプレートと、外方に向いた前
記係止部とで、前記壁部を挟みこむことが可能であることを特徴とする請求項１記載の壁
部貫通部材。
【請求項３】
　前記第２のプレートと前記係止部との間の前記ネジの軸にはチューブが設けられること
を特徴とする請求項１または請求項２いずれかに記載の壁部貫通部材。
【請求項４】
　前記本体の外周部には止水構造が形成され、前記止水構造は弾性部材と水膨脹性不織布
から構成され、前記本体の前記止水構造の内側に位置する部位には、前記止水構造を保持
する保持部材が設けられることを特徴とする請求項１から請求項３いずれかに記載の壁部
貫通部材。
【請求項５】
　請求項１から請求項４いずれかに記載の壁部貫通部材を用い、壁部に形成された貫通孔
に前記壁部貫通部材が設置され、前記第１のプレートは前記壁部の貫通孔より大きく、前
記係止部が前記貫通孔の外周側に張り出し、前記第１のプレートと前記係止部によって前
記壁部を挟み込むことで前記壁部貫通部材が前記壁部に固定され、前記本体に配管が挿通
されることを特徴とする壁部貫通構造。
【請求項６】
　請求項１から請求項４いずれかに記載の壁部貫通部材を用いた、壁部への貫通配管固定
方法であって、
　前記係止部を壁部貫通部材の内方に向けた状態で、壁部に形成された貫通孔に前記壁部
貫通部材を設置する工程ａと、
　前記第１のプレート側から前記ネジを回転させ、前記係止部を前記回転規制部材に接触
するまで回転させ、前記係止部を壁部貫通部材の外方に向ける工程ｂと、
　さらに前記ネジを回転させ、前記係止部を前記ネジの軸方向に沿って前記第２のプレー
ト側に移動させ、前記係止部の端部を壁部に接触させる工程ｃと、
　前記本体に配管を挿通する工程ｄと、
　を具備することを特徴とする壁部への貫通配管固定方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、壁部に設けられる貫通孔に対して取り付ける壁部貫通部材等に関するもので
ある。
【背景技術】
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【０００２】
　従来、例えば屋外に設置される給湯器等に接続される配管を屋内に引き込む際には、屋
外と屋内を区分けする壁部に配管を挿通させて設置する必要がある。貫通部からの水の浸
入を防止する必要があることから、貫通部には壁部貫通部材が設けられる。
【０００３】
　このような壁部貫通部材としては従来エルボ型の継手配管を用い、当該継手配管を壁部
に貫通させ、継手配管の両端にそれぞれ、配管を接続する方法が一般的である。
【０００４】
　また、壁部貫通部材として、例えば、筒状の鞘管垣外を壁に対して斜めになるように配
置し、鞘管ガイドの傾き方向に鞘管を貫通させ、鞘管内部に配管を貫通する配管の壁部貫
通構造がある（特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０００－１９９５８４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、特許文献１のような壁部貫通構造は壁部に壁通し具を固定するための部材の数
が多く、形状も複雑であるため、壁面において設置できる箇所が限定されてしまう。その
ため壁部貫通部材の用途も限定されてしまう。
【０００７】
　また、特許文献１のような壁貫通配管の壁通し具は鞘管ガイドの傾き方向に鞘管を貫通
させ、鞘管内部に配管を貫通することから、設置角度によっては壁通し具の鉛直方向の寸
法が大きくなってしまい、設置自由度が低い。
【０００８】
　本発明は、このような問題に鑑みてなされたもので、簡易な構造であっても確実な止水
機能を発揮し、設置が容易で、かつ設置自由度の高い壁部貫通部材、配管の壁部貫通構造
、および壁部への貫通配管固定方法を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　前述した目的を達成するため、第１の発明は、壁部貫通部材であって、配管を保持可能
な本体と、本体を挟みこむように設けられる第１のプレートおよび第２のプレートと、前
記第１のプレートおよび前記第２のプレートを貫通するネジと、前記ネジの前記第２のプ
レート側から突出する部位と螺合する係止部と、前記係止部の回転を規制する回転規制部
と、を具備し、前記第１のプレート側から前記ネジを回転させると、前記係止部は、前記
回転規制部に接触するまでは前記ネジとともに回転可能であり、前記係止部が前記回転規
制部に接触すると、前記ネジの回転に伴い、前記ネジの軸方向に移動可能であることを特
徴とする壁部貫通部材である。
【００１０】
　前記係止部を内方に向けた状態から前記ネジを回転させると、前記係止部が外方を向い
た状態で、前記係止部を前記回転規制部に接触させることが可能であり、壁部に設けられ
た貫通孔に前記壁部貫通部材を設置した際に、前記第１のプレートと、外方に向いた前記
係止部とで、前記壁部を挟みこむことが可能であってもよい。
【００１１】
　前記第２のプレートと前記係止部との間の前記ネジの軸にはチューブが設けられてもよ
い。
【００１２】
　前記本体の外周部には止水構造が形成され、前記止水構造は弾性部材と水膨脹性不織布
から構成され、前記本体の前記止水構造の内側に位置する部位には、前記止水構造を保持
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する保持部材が設けられてもよい。
【００１３】
　本発明によれば、壁部に壁部貫通部材を取り付ける際に、壁部貫通部材の第１のプレー
ト側の面からネジを締めることによって、第１のプレートのネジを回した面の裏側に配置
される係止部と第１のプレートとで壁部を挟みこむ。つまり、壁部貫通部材の一方の面か
らだけネジを締めることによって、壁部に壁部貫通部材が固定されるので、取り付けが容
易である。
【００１４】
　また、第１のプレートおよび第２のプレートによって確実に本体を挟みこむことができ
る。そのため、配管と本体の水密性が保たれる。また、壁部によって区分けされる両壁面
と本体の水密性が保たれる。したがって、壁部貫通部材の止水性能が確実に発揮される。
【００１５】
　また、第１のプレートと第２のプレートとで本体を挟みこむことによって、配管保持部
および配管を曲げても、本体を撓み等によって変形させることなく保持することが可能で
ある。
【００１６】
　また、第２のプレートと係止部との間のネジの軸にチューブが設けられることによって
、チューブと係止部との摩擦が生じるため、係止部をネジとともに確実に回転させること
ができる。したがって、チューブを設けることによって、ネジを回転させた際に係止部が
空回りすることを防止することができる。
【００１７】
　また、水膨脹性不織布が水分等を吸収して膨脹する際に、第２のプレートが止水構造を
第１のプレート側に押圧し、保持部材が止水構造を壁部に対して押圧するため、簡易な構
造であっても、より確実に止水機能を保つことができる。また、壁部貫通部材が保持部材
を具備することによって本体が内側に変形することを防止可能であるため、壁部貫通部材
の本体をより確実に壁部に保持することができる。
【００１８】
　第２の発明は、前記壁部貫通部材を用い、壁部に形成された貫通孔に前記壁部貫通部材
が設置され、前記第１のプレートは前記壁部の貫通孔より大きく、前記係止部が前記貫通
孔の外周側に張り出し、前記第１のプレートと前記係止部によって前記壁部を挟み込むこ
とで前記壁部貫通部材が前記壁部に固定され、前記本体に配管が挿通されることを特徴と
する壁部貫通構造である。
【００１９】
　第２の発明によれば、壁部の一方の面からネジを回転させることで、第１のプレートと
外周側に張り出した係止部によって壁部を挟みこむため、容易に壁部に壁部貫通部材を固
定し、壁部に配管を挿通することができる。また、簡易な構造であるため、壁部に対して
の設置自由度が高い。また、壁部貫通部材を筒状に構成することによって、壁部貫通部材
に配管保持部等を具備していなくてもよく、壁部貫通部材の使用用途が増える。
【００２０】
　また、第１のプレート側のネジを回転させることによって係止部と第１のプレートによ
って壁部に配管を保持可能であるため、壁部にさらに固定用のネジ等の部品を取り付ける
必要がない。
【００２１】
　第３の発明は、前記壁部貫通部材を用いた、壁部への貫通配管固定方法であって、前記
係止部を壁部貫通部材の内方に向けた状態で、壁部に形成された貫通孔に前記壁部貫通部
材を設置する工程（ａ）と、前記第１のプレート側から前記ネジを回転させ、前記係止部
を前記回転規制部材に接触するまで回転させ、前記係止部を壁部貫通部材の外方に向ける
工程（ｂ）と、さらに前記ネジを回転し、前記係止部を前記ねじの軸方向に沿って前記第
２のプレート側に移動させ、前記係止部の端部を壁部に接触させる工程（ｃ）と、前記本
体に配管を挿通する工程（ｄ）と、を具備することを特徴とする壁部への貫通配管固定方
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法である。
【００２２】
　第３の発明によれば、第１のプレート側からネジを回転させる作業によって、第１のプ
レートと係止部とで壁部を挟みこむことができるため、容易に壁部貫通部材を壁面に設置
することができる。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明によれば、簡易な構造であっても確実な止水機能を発揮し、設置が容易で、かつ
設置自由度の高い壁部貫通部材、配管の壁部貫通構造、および壁部への貫通配管固定方法
を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】第１の実施の形態にかかる壁部貫通部材２を示す斜視図。
【図２】壁部貫通部材２の本体１９より屋外プレート１５側に配置される部材の分解斜視
図。
【図３】壁部貫通部材２をガイドプレート２５側からみた正面図であり、（ａ）はネジ７
を回す前の状態を示した正面図、（ｂ）は係止部７が回転規制部材５に接触した状態を示
した正面図。
【図４】壁部貫通構造１を示す図であり、（ａ）は屋外プレート１５側から見た場合の斜
視図、（ｂ）はガイドプレート２５側から見た場合の斜視図。
【図５】壁部貫通構造１を示す縦断面図。
【図６】壁部貫通部材２を壁部３に取り付ける工程を示した図であり、（ａ）は壁部３に
壁部貫通部材２を取り付ける前の壁部貫通部材２等を示す斜視図、（ｂ）は壁部３に壁部
貫通部材２を取り付けた後の壁部貫通構造１を示す斜視図。
【図７】第２の実施の形態にかかる壁部貫通部材２ａを示す斜視図。
【図８】貫通孔２９に壁部貫通部材２ａを取り付ける際の係止部１７ａ付近の拡大斜視図
。
【図９】壁部３にとりつけられた壁部貫通部材２ａの一対のネジ３５と係止部１７ａ付近
の拡大断面図。
【図１０】壁部貫通部材２ａを壁部３に取り付ける工程を示す斜視図であり、（ａ）は壁
部３に壁部貫通部材２ａに取り付ける前の状態を示す斜視図、（ｂ）は壁部３に壁部貫通
部材２ａを取り付けた後の状態を示す斜視図、（ｃ）はフード３４を壁部３に取り付ける
前の状態を示す斜視図、（ｄ）はフード３４を壁部３に取り付けた後の状態を示す斜視図
。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　以下、本発明の第１の実施の形態にかかる壁部貫通部材２について説明する。図１は第
２のプレートであるガイドプレート２５側から見た場合の第１の実施の形態にかかる壁部
貫通部材２の斜視図である。図２は壁部貫通部材２の本体１９より、第１のプレートであ
る屋外プレート１５側に配置される部材の分解斜視図である。壁部貫通部材２は、主に、
屋外プレート１５、ガイドプレート２５、本体１９、ネジ７、係止部１７および回転規制
部材５等から構成される。壁部貫通部材２は、屋外プレート１５とガイドプレート２５の
間に本体１９を挟み込むように設けられる。
【００２６】
　屋外プレート１５およびガイドプレート２５には、それぞれ、例えばステンレスやアル
ミニウム等の耐食性の金属が使用でき、ある程度の強度を有していれば、樹脂等の使用も
可能である。
【００２７】
　本体１９は、例えばシリコーンゴムやエチレンプロピレンゴムから形成される。また、
本体１９は屋外プレート１５側の面に配管を保持可能である筒状の配管保持部６を有する
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。本体１９は配管保持部６が形成される面の裏側に凹部を有する。本体１９の凹部には壁
部貫通部材２の組み立て時に、押さえプレート２１が固定される。
【００２８】
　屋外プレート１５、本体１９、押さえプレート２１およびガイドプレート２５にはネジ
７が挿通される。ネジ７の頭部は屋外プレート１５の表面に配置され、ネジ7の頭部と屋
外プレート１５との間にはＯリング４を挟み、ネジ７の軸は屋外プレート１５を貫通する
。
【００２９】
　さらにネジ７の軸が本体１９、押さえプレート２１およびガイドプレート２５に対して
順に挿通される。壁部貫通部材２はネジ７によって固定される。また、ネジ７の近傍には
ネジ状の部材である回転規制部材５が配置される。
【００３０】
　次に、ネジ７と回転規制部材５の位置および機能の関係について説明する。ネジ７の軸
はガイドプレート２５から突出する。ネジ７の軸のガイドプレート２５から突出した部位
には係止部１７が螺合する。係止部１７は板状部材である。前述したように、ネジ７の軸
の近傍には回転規制部材５が存在する。屋外プレート１５側からネジ７を回転させると、
係止部１７は、回転規制部材５に接触するまではネジ７とともに回転する。係止部１７が
回転規制部材５に接触すると、係止部１７はネジ７の回転に伴って、ネジ７の軸方向に移
動する。
【００３１】
　ガイドプレート２５と係止部１７との間のネジ７の軸にはチューブ２３が設けられる。
チューブ２３は、ネジ７の軸の外径と比較して、同じかやや小さな内径を有し、弾性変形
が可能な部材（例えばゴム部材、バネ）である。すなわち、チューブ２３はネジ７の軸に
対して密着し、チューブ２３がネジ７の軸に対して回転等することがない。係止部１７は
、ネジ７と螺合した状態でチューブ２３と接触する。したがって、ネジ７を回転させると
、係止部１７は、チューブ２３との摩擦によってネジ７とともに回転し、壁部に設置した
際にはガイドプレート２５の外周側に壁部と略平行に張り出し、壁部を挟みこむことが可
能である。
【００３２】
　図３は壁部貫通部材２をガイドプレート側からみた正面図であり、図３（ａ）はネジ７
を回す前の状態を示した正面図、図３（ｂ）は係止部１７が回転規制部材５に接触した状
態を示した正面図である。係止部１７を内方に向けた状態からネジ７を屋外プレート１５
側から回転させると、係止部１７が外方を向いた状態で、係止部１７を回転規制部材５に
接触させることが可能である。すなわち、回転規制部材５は、ネジ７に対して、係止部１
７が外方に向く位置で係止部１７と接触する部位に設けられる。なお、図３（ｂ）の状態
で、さらにネジ７を締めていくと、係止部１７がネジ７の軸方向に沿ってガイドプレート
側に移動する。この際、係止部１７と接触するチューブ２３は、ネジ７の軸方向に同様に
移動するか、または、チューブ２３自体が変形して、係止部１７の移動に追従する。
【００３３】
　次に、壁部３に壁部貫通部材２を設置した壁部貫通構造１について説明する。図４は、
壁部貫通構造１を示す図であり、図４（ａ）は屋外プレート１５側から見た場合の斜視図
、図４（ｂ）はガイドプレート２５側から見た場合の斜視図である。また、図５は壁部貫
通構造１を示す縦断面図である。
【００３４】
　壁部貫通部材２は壁部３に、屋外プレート１５と係止部１７とで壁部３を挟みこむこと
によって固定される。壁部３は例えば屋外と屋内との間を区分けするために設けられる。
【００３５】
　図４（ａ）に示すように、壁部貫通構造１は、壁部貫通部材２の配管保持部６によって
保持する配管３３を挿通する。図４（ｂ）に示すように、配管保持部６が突出する屋外プ
レート１５の面の裏側では、押さえプレート２１に貫通する孔２７に配管保持部６を挿通
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した配管３３がさらに挿通される。
【００３６】
　また、図５に示すように、本体１９の外周部には止水構造が形成される。止水構造は弾
性部材９と水膨脹性不織布１１から構成される。本体１９の止水構造の内側に位置する部
位には、止水構造を保持する保持部材１３が設けられる。保持部材１３は壁部３に壁部貫
通部材２を固定する際に屋外プレート１５から圧力を受け、本体１９を押さえつける。
【００３７】
　配管保持部６は、配管３３を曲げた際に、配管３３の曲げに追従できるよう、軸方向に
波付形状であってもよい。また、配管３３には保護部材である波付管３１が取り付けられ
てもよい。配管保持部６と配管３３は水密性が保たれるよう密着して接続される。波付管
３１が取り付けられる場合は波付管３１と配管保持部６は水密性が保たれるよう密着して
接続される。
【００３８】
　次に、壁部貫通部材２を用いた、壁部３への貫通配管固定方法の手順について説明する
。図６は壁部貫通部材２を壁部３に取り付ける工程を示した図であり、図６（ａ）は壁部
３に壁部貫通部材２を取り付ける前の壁部貫通部材２等を示す斜視図、図６（ｂ）は壁部
３に壁部貫通部材２を取り付けた後の壁部貫通構造１を示す斜視図である。
【００３９】
　まず、係止部１７を壁部貫通部材２の内方に（係止部１７が外方に突出しないように）
向けた状態で、壁部３に形成された貫通孔２９に壁部貫通部材２を設置する。貫通孔２９
は屋外プレート１５より小さければよく、壁部３によって区切られた一方の壁面ともう一
方の側の壁面を貫通する。
【００４０】
　次に、屋外プレート１５側からネジ７を回転させる。係止部１７が回転規制部材５に接
触するまでネジ７を回転させ、係止部１７を壁部貫通部材２の外方に向ける。さらにネジ
７を回転させ、係止部１７をネジ７の軸方向に沿ってガイドプレート２５側に移動させ、
係止部１７の端部を壁部３に接触させる。すなわち、係止部１７と屋外プレート１５（本
体１９）とで壁部を挟み込む。
【００４１】
　次に、本体１９に配管３３を挿通する。配管３３は配管保持部６に取り付けられ、壁部
３の一方の壁面からもう一方の壁面まで挿通させる。配管３３には保護部材である波付管
３１が取り付けられてもよい。
【００４２】
　このように、本発明の第１の実施の形態にかかる壁部貫通部材２によれば、壁部３に壁
部貫通部材２を取り付ける際に、壁部貫通部材２の屋外プレート１５側の面からネジ７を
締めることによって、屋外プレート１５側のネジ７を回した面の裏側に配置される係止部
１７と屋外プレート１５とで壁部３を挟みこむ。つまり、壁部貫通部材２の一方の面から
だけネジ７を締めることによって、壁部３に壁部貫通部材２が固定されるので、取り付け
が容易である。
【００４３】
　また、屋外プレート１５およびガイドプレート２５によって確実に本体１９を挟みこむ
ことができる。そのため、配管３３と本体１９の水密性が保たれる。また、壁部３によっ
て区分けされる両壁面と本体１９の水密性が保たれる。したがって、壁部貫通部材２の止
水性能が確実に発揮される。
【００４４】
　また、屋外プレート１５とガイドプレート２５とで本体１９を挟みこむことによって、
配管保持部６および配管３３を曲げても、本体１９を撓み等によって変形させることなく
保持することが可能である。
【００４５】
　また、ガイドプレート２５と屋外プレート１５とで本体１９を挟み込むことにより、ガ
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イドプレート２５は壁部貫通部材２の壁部３への取り付け時に係止部１７から圧力を受け
ても回転規制部材５が倒れることを防止可能であるため、確実に壁部貫通部材２を壁部３
に取り付けることができる。
【００４６】
　また、ガイドプレート２５と係止部１７との間のネジ７の軸にチューブ２３が設けられ
ることによって、チューブ２３と係止部１７との摩擦が生じる。このため、係止部１７を
ネジ７とともに回転させることができる。したがって、チューブ２３を設けることによっ
て、ネジ７を回転させた際に係止部１７が空回りすることを防止することができる。
【００４７】
　また、水膨脹性不織布１１が水分等を吸収して膨脹する際に、ガイドプレート２５が止
水構造を屋外プレート１５側に押圧し、保持部材１３が止水構造を壁部３に対して押圧す
るため、簡易な構造であっても、より確実に止水できる。また、壁部貫通部材２が保持部
材１３を具備することによって、本体１９が内側に変形することを防止可能であるため、
より確実に壁部３に固定することができる。
【００４８】
　また、ネジ７はＯリング４をネジ７の頭部と屋外プレート１５とで挟むため、屋外プレ
ート１５が建物の屋外等に配置され、水分等が入り込む可能性のある場所に設置されても
、壁部貫通部材２の止水性は保たれる。
【００４９】
　また、押さえプレート２１が本体１９に固定されることから、配管３３を曲げても、本
体１９が変形することを防止可能であるため、より確実に壁部貫通部材２を壁部３に固定
することができる。
【００５０】
　また、壁部貫通構造１によれば、一方の面からネジ７を回転させることで、屋外プレー
ト２５と外周側に張り出した係止部１７によって壁部３を挟みこむため、容易に壁部３に
壁部貫通部材２を固定し、壁部３に配管３３を挿通することができる。また、簡易な構造
であるため、設置自由度が高い。
【００５１】
　また、配管保持部６、配管３３および波付管３１を密着させることによって、配管保持
部と波付管の水密性が保たれる。
【００５２】
　次に、本発明の第２の実施の形態にかかる壁部貫通部材２ａについて説明する。
なお、以下の実施形態において、壁部貫通構造１と同一の機能を奏する構成については、
図１～図６と同一の符号を付し、重複する説明を省略する。
【００５３】
　図７は第２の実施の形態である壁部貫通部材２ａを示す斜視図である。壁部貫通部材２
ａは例えば樹脂製のパイプである。壁部貫通部材２ａは例えば空調を屋内に設置する際の
貫通配管として用いられる。第１の実施の形態においては、壁部貫通部材２に配管３３を
挿通させるが、本実施の形態においては、壁部貫通部材２ａ自体が配管を構成する点が異
なる。
【００５４】
　また、第１のプレートである屋外プレート１５ａと第２のプレートであるガイドプレー
ト２５ａに挟まれる本体は、本実施の形態においては屋外プレート１５ａおよびガイドプ
レート２５ａと略垂直である筒状部分を有し、筒状部分を含む本体をパイプ３７と称する
。
【００５５】
　屋外プレート１５ａおよびガイドプレート２５ａは中央部分に孔を有する。屋外プレー
ト１５ａおよびガイドプレート２５ａのそれぞれの孔はパイプ３７の断面の孔より大きく
、パイプの中空部分を塞ぐことがない。すなわち、壁部貫通部材２ａ自体が配管を構成す
る。
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【００５６】
　屋外プレート１５ａ、パイプ３７、およびガイドプレート２５ａは順に、ガイドプレー
ト２５ａの表面に頭部が位置するネジ３５を挿通され、螺合することで固定される。
【００５７】
　屋外プレート１５、ガイドプレート２５およびパイプは、それぞれ、例えばステンレス
やアルミニウム等の耐食性の金属が使用でき、ある程度の強度を有していれば、樹脂等の
使用も可能である。
【００５８】
　壁部貫通部材２ａは壁部３に、屋外プレート１５ａと係止部１７ａとで壁部３を挟みこ
むことによって固定される。
【００５９】
　ネジ３５の頭部と屋外プレート１５ａとの間にはＯリング３８が挟みこまれ、ネジ３５
の軸は屋外プレート１５ａに挿通される。さらにネジ３５の軸はガイドプレート２５ａに
挿通され、螺合されることによって壁部貫通部材２ａが固定される。弾性部材９ａおよび
水膨脹性不織布１１ａは、屋外プレート１５ａとガイドプレート２５ａとの間に挟みこま
れて固定される。また、ネジ３５の近傍には回転規制部材である背当て部３９が配置され
る。
【００６０】
　次に、ネジ３５と背当て部３９の位置及び機能の関係について説明する。図８は貫通孔
２９に壁部貫通部材２ａを取り付ける際の係止部１７ａ付近の拡大斜視図である。ネジ３
５の軸はガイドプレート２５ａから突出する。なお、図８ではネジ３５の一部は図示を省
略している。
【００６１】
　ネジ３５の軸のガイドプレート２５ａから突出した部位には係止部１７ａが螺合する。
係止部１７ａは板状部材である。前述したように、ネジ３５の軸の近傍には背当て部３９
が存在する。屋外プレート１５ａ側からネジ３５を回転させると、係止部１７ａは、背当
て部３９に接触するまではネジ３５とともに回転する（図中ではＡ方向）。
【００６２】
　係止部１７ａが背当て部３９に接触すると、ネジ３５の回転に伴って、係止部１７ａは
ネジ３５の軸方向（図中ではＢ方向）に移動する。背当て部３９の形状は、図中では壁状
であるが、係止部１７ａが背当て部３９に接触してからは、背当て部３９によって係止部
１７ａの回転が規制される機能を満たせばよい。
【００６３】
　ネジ３５の軸にはチューブ２３ａが設けられ、係止部１７ａとチューブ２３ａとの摩擦
によって、ネジ３５と係止部１７ａがともに回転する。したがって、板状である係止部１
７ａが貫通孔２９の外周側に壁部３と略平行に張り出し、壁部３を挟みこむ。
【００６４】
　次に弾性部材９ａと水膨脹性不織布１１ａとで構成される止水構造について説明する。
図９は壁部３に取り付けられた壁部貫通部材２ａの一対のネジ３５と係止部１７ａ付近の
拡大断面図である。屋外プレート１５ａと壁部３の間には弾性部材９ａを挟みこみ、また
、パイプ３７と壁部３の間には水膨脹性不織布１１ａを挟みこんで壁部貫通部材２ａが固
定される。
【００６５】
　次に、壁部貫通部材２ａを用いた、壁部３への貫通配管固定方法の手順ついて説明する
。図１０は壁部貫通部材２ａを壁部３に取り付ける工程を示した図であり、図１０（ａ）
は壁部３に壁部貫通部材２ａを取り付ける前の状態を示す斜視図、図１０（ｂ）は壁部３
に壁部貫通部材２ａを取り付けた後の状態を示す斜視図、図１０（ｃ）は壁部３にフード
３４を取り付ける前の状態を示す斜視図、図１０（ｄ）は壁部３にフード３４を取り付け
た後の状態を示す斜視図である。
【００６６】
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　まず、係止部１７ａを壁部貫通部材２ａの内方（係止部１７が外方に突出しないように
）に向けた状態で、壁部３に形成された貫通孔２９に壁部貫通部材２ａを設置する。貫通
孔２９は屋外プレート１５ａより小さければよく、壁部３によって区切られた一方の壁面
ともう一方の壁面を貫通する。
【００６７】
　次に、屋外プレート１５ａ側からネジ３５を回転させ、係止部１７ａを背当て部３９に
接触するまで回転させ、係止部１７ａを壁部貫通部材２ａの外方に向ける。さらにネジ３
５を回転させ、係止部１７ａをネジ３５の軸方向に沿ってガイドプレート２５側に移動さ
せ、係止部１７ａの端部を壁部３に接触させる。
【００６８】
　また、用途に応じて、壁部３に固定された壁部貫通部材２ａにフード３４等を取り付け
てよい。
【００６９】
　このように、第２の実施の形態にかかる壁部貫通部材２ａによれば、壁部３に壁部貫通
部材２ａを取り付ける際に、壁部貫通部材２ａの屋外プレート１５ａ側の面からネジ３５
を締めることによって、屋外プレート１５ａのネジ３５を回した面の裏側に配置される係
止部１７ａと屋外プレート１５ａとで壁部３を挟みこむ。つまり、壁部貫通部材２ａの一
方の面からだけネジ３５を締めることによって、壁部３に壁部貫通部材２ａが固定される
ので、取り付けが容易である。
【００７０】
　また、屋外プレート１５ａおよびガイドプレート２５ａによって確実にパイプ３７を挟
みこむことができる。そのため、壁部３によって区分けされる両壁面とパイプ３７の水密
性が保たれる。したがって、壁部貫通部材２ａの止水性能が確実に発揮される。
【００７１】
　また、屋外プレート１５ａとガイドプレート２５ａとでパイプ３７を挟みこむことによ
って、パイプ３７を変形させることなく保持することが可能である。
【００７２】
　また、チューブ２３ａが設けられることによって、チューブ２３ａと係止部１７ａとの
摩擦が生じるため、係止部１７ａはネジ３５とともに回転することができる。したがって
、チューブ２３ａを設けることによって、ネジ３５を回転させた際に係止部１７ａが空回
りすることを防止することができる。
【００７３】
　また、水膨脹性不織布１１ａが水分等を吸収して膨脹する際に、ガイドプレート２５ａ
が止水構造を屋外プレート１５ａ側に押圧することによって、簡易な構造であっても、よ
り確実に止水機能を保つことができる。
【００７４】
　また、ネジ３５は、Ｏリング３８をネジ３５の頭部と屋外プレート１５ａとで挟むため
、屋外プレート１５ａが建物の屋外等に配置され、水分等が入り込む可能性のある場所に
設置されても、壁部貫通部材２ａの止水性は保たれる。
【００７５】
　また、壁部貫通部材２ａを取り付けた壁部貫通構造によれば、屋外プレート１５ａと外
周側に張り出した係止部１７ａによって壁部３を挟みこむ。つまり、壁部貫通部材２ａの
一方の面からだけネジ３５を締めることによって、壁部３に壁部貫通部材２ａが固定され
るので、取り付けが容易である。また、簡易な構造であるため、壁部３に対しての設置自
由度が高い。
【００７６】
　以上添付図を参照しながら、本発明の実施の形態を説明したが、本発明の技術的範囲は
、前述した実施の形態に左右されない。当業者であれば、特許請求の範囲に記載された技
術的思想の範疇内において各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり、
それらについても当然に本発明の技術的範囲に属するものと了解される。
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【００７７】
　例えば、各実施形態は互いに組み合わせることができることはもちろんのこと、各構成
の形状や設置範囲、設置個数等は、適宜設定することができる。
【符号の説明】
【００７８】
１………壁部貫通構造
２、２ａ………壁部貫通部材
３………壁部
４……Ｏリング
５………回転規制部材
６………配管保持部
７………ネジ
９、９ａ………弾性部材
１１、１１ａ………水膨脹性不織布
１３………保持部材
１５………屋外プレート
１６………孔
１７、１７ａ………係止部
１９………本体
２１………押さえプレート
２３、２３ａ………チューブ
２５………ガイドプレート
２７………孔
２９、２９ａ………貫通孔
３１………波付管
３３………配管
３４………フード
３５………ネジ
３７………パイプ
３８………Ｏリング
３９………背当て部
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